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各都道府県教育委員会専修学校各種学校主管課長 

各 都 道 府 県 総 務 部 私 立 学 校 主 管 課 長 

各 政 令 市 教 育 委 員 会 主 管 課 長 
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文部科学省高等教育局学生・留学生課長 
文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課長 

 
 

労働法教育に関する大学教職員等向けセミナーについて（周知） 
 

 

この度、厚生労働省から、労働法教育に関する大学教職員等向けセミナーの開

催について、別紙のとおり周知依頼がありました。 

厚生労働省では、学生が在学中の様々な機会に労働関係法令や制度に関する

知識を習得することが重要と考え、大学等（専修学校・各種学校を含む。以下同

じ。）の教職員等が学生を指導する際の手引きとして、平成 29 年度に「『働くこ

と』と『労働法』～大学・短大・高専・専門学校生等に教えるための手引き～」

（※１）を作成したところです。 

本手引きについては、すでに各大学等に送付したところですが、今年度新たに、

厚生労働省委託事業として、大学等の教職員等を対象に、当該手引きを使用した

実際の授業の進め方等について、「学生に労働法の基礎知識を教えるためのノウ

ハウセミナー」を別添リーフレットのとおり、全国 10 箇所の会場で開催するこ

とといたしました。同セミナーに関する情報は、厚生労働省「確かめよう労働条

件ポータルサイト」（※２）でも随時更新されます。 

つきましては、本取組に御理解いただきますととともに、当該セミナーへの参

加について周知いただきますようお願いします。 



 

都道府県及び都道府県教育委員会専修学校各種学校主管課におかれましては、

所管又は所轄の専修学校・各種学校に対して、専修学校を置く国立大学におかれ

ましては、管下の専修学校に対して、本件について周知いただきますようお願い

します。 

 

※１「『働くこと』と『労働法』～大学・短大・高専・専門学校生等に教えるための手引き～」 

https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/daigakumukeshiryou/index.html 

 

※２ https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/ セミナー情報は随時更新されます。 

 

 

○本件連絡先： 

厚生労働省労働基準局労働条件政策課 労働条件確保改善対策室 

   TEL：03-5253-1111（内線 5545） 



 

           事 務 連 絡 

   平成 30 年 10 月 24 日 

 

文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課長 殿 

文部科学省高等教育局学生・留学生課長 殿 

 

 

 厚生労働省労働基準局労働条件政策課長 

 

 

労働法教育に関する大学教職員等向けセミナーに係る協力依頼について 

 

 

 平素より労働基準行政の推進に御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

厚生労働省では、学生が在学中の様々な機会に労働関係法令や制度に関する

知識を習得することが重要と考え、貴省の御協力もいただき、大学の教職員等

が学生を指導する際の手引きとして、平成 29年度に「『働くこと』と『労働法』

～大学・短大・高専・専門学校生等に教えるための手引き～」（※1）を作成し

たところです。 

本手引きについては、すでに各大学等に送付したところですが、今年度新た

に、厚生労働省委託事業として、大学の教職員等を対象に、当該手引きを使用

した実際の授業の進め方等について、「学生に労働法の基礎知識を教えるための

ノウハウセミナー」を別添リーフレットのとおり、全国 10箇所の会場で開催す

ることといたしました。同セミナーに関する情報は、厚生労働省「確かめよう

労働条件ポータルサイト」（※2）でも随時更新してまいります。 

つきましては、本取組に御理解を賜るとともに、各大学等において学生に指

導を行う教職員の方々に御出席いただけるよう、貴課管下の各大学等及び各関

係団体への周知について御協力をいただきたく、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

※1「『働くこと』と『労働法』～大学・短大・高専・専門学校生等に教えるための手引き～」 

https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/daigakumukeshiryou/index.html 

 

※2 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/ セミナー情報は随時更新していきます。 

 

 

 

問合わせ先：厚生労働省労働基準局労働条件政策課 労働条件確保改善対策室 

TEL：03-5253-1111 下田（内線：5545） 

https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/daigakumukeshiryou/index.html
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/
mana-i
別紙



この事業は当省所管の｢労働法教育に関
する支援対策事業｣のうち｢大学等向け事
業｣として、平成30年度はその運営を右
団体に委託し、全国10都市で開催します。

学生に労働法の基礎知識を教えるためのﾉｳﾊｳｾﾐﾅｰ

■アルバイトで働く前に
■インターンシップに参加する前に
■就活の前に

全国10ヶ所で開催
講師に、あの

佐藤大和 弁護士
が登壇

(1) 契約(約束)と働く条件

(2) アルバイトを始める前に

(3) あれ?と気付いたとき

(4) 働き続けやすさとは

(5) 働き過ぎと心と身体の健康

(6) 多様な働き方がある

(7) 就活ではここに気を付けよう

(8) インターンシップに参加する際に

学習ステージで見ると

(1) 入学ガイダンス時

(2) キャリア教育時

(3) インターンシップ前後

(4) 就活開始前後

(5) 基礎・教養時

(6) 内定後から卒業まで

学習テーマで見ると

受講すると、「『働くこと』と『労働法』～大学・短大・高専・専門

学校生等に教えるための手引き～」(すぐに使える労働法教育の指導者

用ﾏﾆｭｱﾙ,A4判２色刷234頁)を差し上げます(無償)。

セミナーでは､学生生活のステージに応じた８つのテーマの

モデル授業例の中からいくつかをご紹介します。

公益社団法人全国労働基準関係団体連合会
東京都千代田区内神田1-12-2 三秀舎ビル6階

℡03-5283-1030 Fax03-5283-1032

http://www.zenkiren.com/jutaku/workrule/index.html

無料

学生が在学中に将来の職業や

働くときの権利や義務などを考え、

身に付ける多様な機会が必要です。

さあ、どの段階で、どんなことを、どうやって身に付けて貰いますか?

☜

平成30年度厚生労働省｢労働法教育に関する支援対策事業｣ 「アルバイトの労働条件を確かめよう！」

キャラクター 「たしかめたん」

〒101-

0047

セミナーは、30年11月～31年2月の間に、

別添



佐藤大和(さとうやまと、1983.03.27生、宮城県石巻市出身。レイ法律事

務所代表弁護士、東京弁護士会所属)。(芸能人の権利を守る)日本エンターテ

イナーライツ協会共同代表理事、市民のための法教育委員会(日弁連)・法教

育センター運営委員会(東京弁護士会)などに所属。

厚生労働省｢労働法教育に関する支援対策事業｣教材作成委員、同｢過重労働

解消のためのセミナー事業｣委員。テレビでは｢バイキング｣(フジテレビ)にレ

ギュラー出演し、書籍では｢ずるい暗記術｣(ダイヤモンド社)、｢新しい働き

方｣(水王舎)など多数を出版。TVドラマ｢リーガルハイ｣｢SUITS(スーツ)｣(以

上フジテレビ)、｢リーガルV〜元弁護士・小鳥遊翔子〜｣(テレビ朝日)など多

数の人気法律ドラマの法律監修などで活躍中。

セミナープログラム

(1) 今日のセミナーの狙い・到達目標

(2) 労働法セミナーの際に留意すべきこと

(3) ｢労働法｣を学生にどのようにして伝えるか

(4) ｢働く｣の質を高める労働法教育の進め方

(5) セミナーをより多くの学生に

受講してもらうための工夫
※プログラムは、運営の都合で変更することがあります。

日時
(いずれも14:00～16:30)

会場(定員) 講師

宮城 11月7日(水) 仙都会館(100人)

佐藤大和

山本貴之

愛知 11月28日(水) ウィンクあいち(80人)

北海道 12月11日(火) 札幌駅前ビジネススペース(100人)

福岡 12月20日(木) 福岡県中小企業振興センター(100人)

香川 1月18日(金) レクザムホール(100人)

1月25日(金) 調整中 ―

大阪 1月30日(水) エルおおさか本館(100人)

山本貴之
2月15日(金) 調整中

広島 2月22日(金) 広島商工会議所

東京 2月28日(木) 中野サンプラザ

http://www.zenkiren.com/jut

aku/workrule/index.html

※お申込みいただくと受講票を兼ねた

自動返信メールが届きます。印刷のう

え、当日ご持参ください。

お申込はどちらからでも

山本貴之(やまもとたかゆき。1972.09.15生、岡山

県赤磐市出身。立命館大学衣笠学生オフィス職員)関

西学院大学専門職大学院経営戦略研究科修了。立命館

大学法学部卒業後、自動車部品メーカーで商品企画を

担当後、学校法人立命館に転職。人事課にて、職員の

人材育成、採用業務を経て、現在は学生オフィスにて

学生生活の安心・安全に関するセミナーの企画、事件

事故などのトラブル対応、クラブ・サークルの支援な

どに携わる。

https://ja.wikipedia.org/wiki/1983%E5%B9%B4
http://www.zenkiren.com/jutaku/workrule/index.html
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